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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．GI登録産品の紹介「第140号　ぐしちゃんピーマン」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　「ぐしちゃんピーマン」（生産地：沖縄県の八重瀬町(やえせちょう)）は、
非常に大きく食味の良いピーマンで、苦みが少なくリンゴのような甘さと
シャキシャキとした食感が好評です。
　栽培がとても難しい品種のため、栽培にチャレンジしても途中で断念する
生産者が多いなか、八重瀬町では、沖縄特有のミネラル豊富な土、温暖な気候、
搾った後のさとうきび（バガス）、地下ダムの豊富な水など地域資源を存分に
活用し、夏の強い日差しを利用した「太陽熱土壌消毒」や天敵昆虫による防除
など環境にやさしい独自の栽培技術を確立したことで、他にはない美味しい
ピーマンの産地化に成功しました。そして、すべての生産者がエコファーマー
（環境にやさしい農業者）に認定されています。
　ぐしちゃんピーマンの栽培を支える地下ダム「慶座(ギーザ)地下ダム」は、
あり余るほどの貯水量を有するため、その余剰水が海岸の崖「ギーザバンタ」
から放水されています。大量の水が海に直接流れ落ちる圧巻の景色は、その形
から「末広がりの滝」として観光名所になっています。

第140号：ぐしちゃんピーマン：農林水産省（maff.go.jp）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0140/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．GI登録産品の紹介「第141号　大野豆」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　「大野豆」は、香川県高松市の大野地区周辺で明治時代から栽培されてきた
小粒の「そらまめ」です。
　品種には香川県の伝統野菜である「讃岐長莢そらまめ」を使い、一般的な
一寸そらまめと比べて、小粒で皮が薄く柔らかいため咀嚼しやすい特徴を持ち、
古くから郷土料理の「押し抜き寿司」や「しょうゆ豆」の原料として重宝され
ていました。
　生産地は、冬でも温暖な気候と水はけの良い土壌により、稲作の裏作として
古くからこの「讃岐長莢そらまめ」が栽培されており、昭和初期から「大野豆」
と称され人気を博していましたが、平成年代に入ると品種転換による消滅の危
機に瀕することになります。
　しかし、平成25年に、生産地のコミュニティ協議会が中心に地産地消活動と
して教育機関との連携や行政の協力を経て「大野豆」を復活しており、近年は
地元小中学校の給食にも採用されるなど地域に欠かせない産品となっています。
　鮮度が命の「未成熟そらまめ」は、収穫期が限られるため入手がちょっと困難
ですが、「乾燥そらまめ」は、登録団体の構成員でもある豆菓子メーカーがフ



ライ豆として製造販売していますので、興味のある方は是非ともご賞味下さい。

第141号：大野豆：農林水産省 (maff.go.jp)
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0141/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．登録の申請の事実の公示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　令和5年12月に、兵庫県乾麺協同組合から申請のあった「播州乾麺」の
「登録の申請の事実の公示」を行いました。
地理的表示法では、申請を受け付けた産品について、農林水産省ウェブサイト
内で登録の申請の事実の公示が行われます。
　登録の申請の事実の公示一覧をご覧いただければ、現在どのような産品が
申請されているかを確認することができます。
*旧法（平成31年2月1日以前）での申請においては登録の申請の事実の公示が
適用されません。

　申請の事実の公示後、申請に基づき、適切に審査を進めてまいります。

　令和5年12月には1産品が新たに申請されました。当該産品は以下のとおりです。
　※主な名称、申請年月日のみを記載しています。

　●　播州乾麺　　　　　　　　令和5年12月20日

　これまでの申請の公示等情報はホームページでご確認ください。
（URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．GI制度の動画広告をYouTubeで配信中（JGIC）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――　
　日本地理的表示協議会（JGIC）の新たな試みとして、消費者のGI制度への
認知度を向上させるべく、YouTubeによる広告動画の配信が始まっています。
　これまでJGICでは、地理的表示保護制度に関する消費者への広報活動として、
GIの持つ価値・魅力についてのシンポジウム開催、GI生産者団体のイベントや
GI産品のレシピ情報のほか、百貨店等でのGI産品の展示・販売を含むフェアの
開催、チラシの配布などを行ってきましたが、そもそもGIになじみや関心の
少ない方々へのリーチが不足しているという課題がありました。
　そこで、GIを身近に感じていただくための約45秒の動画を制作し、
YouTube動画広告として配信することにしました。

　
　配信する動画は、広告として流れてくる場合もございますが、
下記より閲覧いただくことも可能です。

　GI制度の動画広告「越前がに、悔しい！」編
　https://pd.jgic.jp/news/entry/1464.html

　広告動画は開始から6秒でスキップ可能ですが、１人でも多くの方により長く
ご覧いただき、GI制度を知ってもらえたら、と思っています。

　また、GI産品情報発信サイトの「地理的表示とは」の説明内容も全面的に
更新され、消費者にとって、地理的表示にどんな価値があるのかについても、
わかりやすく記載されています。

　GI産品情報発信サイト「地理的表示とは」



　https://pd.jgic.jp/outline.html

　ご家族やご友人との食事中の会話や、お買い物の際「GIマーク」付商品を
手に取った時など、ぜひ「地理的表示（GI）はね、その地域ならではの特性を
持つ産品の名称のことなんだよ。」と話題にしてみてください！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）GI登録は担い手育成のきっかけにも
　GI登録をきっかけに販路拡大等に取り組む新聞記事を見かける機会も増えて
きました。GI登録の業務を行っている私には（私だけではないような思います
が）非常に励みになるような記事です。もちろん記事になっていないものの、
単価アップや販路拡大している生産者団体もあろうかと思いますが、
このような記事がさらに増えていくことを期待しているところです。
　記事の内容を読みますと、やはり、生産者団体はGI登録を取って終わりでは
なく、自らが販路拡大のために多様な売り方を考えたり、商品の包装の改良に
より、輸送コストを削減するなど様々な工夫をしています。
　このような努力は、もちろん経営の安定、向上というのはありますが、農林
水産物を生産することは重労働であり、高齢化などの課題もある中、
GI産品を絶やしたくない、若い世代に引き継げるようになればという思いも
強いのではないかということが感じられます。
　GI登録の契機が、ある意味、担い手育成のきっかけにもなるのかなと思って
おります。（O）

※編集後記は地理的表示（GI）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。
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[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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